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恒久的施設（PE）とは 

 

今回は、国際税務のテーマとしてよくあげられるPEについて解説します。 

 

 

PE とは、Permanent Establishment（恒久的施設）の略語で「事業を行う一定の場所」のことをいいま

す。イメージしやすいのは、支店や、工場が挙げられます。 

 

日本のPEには、支店や事務所等の「支店PE」、1年超の建設工事または指揮監督を行う場所の「建設PE」、

ある事業に関して反復して契約を締結する権限を有する代理人の「代理人PE」の３つの類型があります。 

諸外国でも基本的に同様の類型に分けられます。 

 

海外企業（外国法人）が、日本で事業を行う場合、PE の有無によって、日本の事業所得に課税されるかが変

わります。その他の所得も、PEの有無により課税関係が変わります。（下図参照） 

 

PEにおいて最も問題となる点は、PEの定義は国により異なることと、日本企業が考えなければならないの

は、相手国の定義であるということです。 

 

日本企業が、A 国で事業を行う場合、日本企業が考慮する必要があるのは、A 国の PE の定義になります。

反対に、海外企業が、日本に支店や工場を有している場合、日本のPEの定義を考慮する必要があります。 

 

ここで、日本のPEの定義について、少し説明をします。 

日本では、主に支店PEといわれる「支店、事務所、工場、その他事業を行う一定の場所」がPEとして考えら

れるケースが多いです。この支店PEは、「場所」があることが前提になりますが、外国法人が市場調査や、準

備等を行うためのみに使用する場所や、在庫の保管や引き渡しのためのみに使われる倉庫などはPEとして

該当しません。（無条件に倉庫がPEから除外されるわけではないため、注意が必要です） 

 

次に、日本企業の海外PEについて考えていきます。 

海外に日本企業のPEがあるということは、多くの場合「海外の事業所得に課税される」と考えられます。 

つまり、日本企業が、海外でも法人所得税の申告・納税を求められるのです。 

海外支店の所得は、日本でも課税されますので、二重課税が発生しますが、この二重分については「外国税

額控除」により解消されます。 

 

最後にPE リスクが問題になる場面について解説します。 

海外の税務当局は、日本の事務所等に納税義務を課すため、この事務所等をPEとして認定を試みます。 

反対に、日本企業は、納税義務があることや、海外での税務申告等の手間・コストを考え、PE 認定を避けた

いですから、可能な限り、PE認定を受けないようにします。 
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PE が問題になる場面として多く考えられるのは、海外駐在員事務所、海外代理人、海外出張者・出向者があ

げられます。 

 

海外駐在員事務所が営業活動を行っていると判断された場合や、海外代理人が日本企業の仕事のみを在宅

勤務でしていた場合などは、PEとして認定されるリスクが高くなります。 

 

また、海外出張者においては、出張者自身が「役務提供を行う活動自体」として PE 認定されるリスクがあり

ます。 

例えば、中国との租税条約においては、一定のコンサルティング役務の提供（任意の 12 ヵ月間に 6 か月超

行われる場合）は、PE に含まれるとされています。 

反対に考えると、6 か月超いなければ、PE として認定されるリスクは低くなりますので、海外出張に行かせ

る場合は出張期間や業務内容に注意をすることが必要です。 

 

現在、PEの定義は、租税条約同様、国によって異なります。そして、ビジネス上の必要性から外観をPEに該

当する形をとる場合には、PE認定を回避することは難しくなってきています。 

 

国により異なるPEの定義や取扱について理解し、現在海外に支店等がある場合は、その運用方法等が、PE

に認定される可能性がないかよく考え営業活動を行っていくことが重要です。 

 

                 【外国法人が日本で事業を行う場合の課税関係】 

国税庁 HP より 


